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許可申請調書       議案第５号 

件 名 建築基準法第４４条第１項第２号に係る許可（道路内の建築制限）について 

申 請 者      

住  所 広島市中区基町９－４２ 

氏  名 広島県警察本部 警察本部長 森本 敦司 

申 請 敷 地 広島市南区松原町１４番地 

用 途 地 域      商業地域 防火指定 防火地域 

用途・規模 

用  途 巡査派出所 工事種別 新築 

構  造 鉄骨造 

階  数 地上１階 高  さ ３．１５０ｍ 

敷地面積 ― ㎡ 

建築面積 １０６．２８ ㎡ 建ぺい率 ― % ≦ ８０ % 

延べ面積 １０６．２８ ㎡ 容積率 ― % ≦４００ % 

該 当 条 項      建築基準法第４４条第１項第２号 

申請理由 

 申請に係る計画は、道路内に巡査派出所を建築するものである。 

 この計画は、建築基準法第４４条第１項の規定（道路内の建築制限）に抵触するため、同項た
だし書の規定による許可を求めるものである。 

 
付近見取図 

 

許可に対する意見 

 申請に係る計画は、公益上必要な建築物であり、かつ通行上支障がないと認められる。 

調査等事項は別紙説明資料による。 

 

申請場所 

広島駅 
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建築基準法第４４条第１項第２号に係る許可（道路内の建築制限）について 

 

１ 許可申請の概要 

  申請建築物は、周辺住民の安全・安心を確保し、地域警察活動の拠点となる警察施設であ

る。 

  近年の広島駅周辺の開発に伴い、道路管理者及び関係各局との協議の上、「広島市道南１

区駅前吉島線」内の当該位置へ巡査派出所を設置する計画となった。 

  許可申請の概要は以下のとおり。 

 ⑴ 申請者  広島県警察本部 警察本部長 森本 敦司 

 ⑵ 申請地  広島市南区松原町１４番地 

 ⑶ 建築物の用途及び規模等 

  ア 用途：巡査派出所 

  イ 延べ面積：１０６．２８㎡ 

  

別紙説明資料 

議案第５号（巡査派出所） 

申請場所 

[付近見取図] 

広島駅 

議案第５号（巡査派出所） 

申請場所 

広島駅 

路面電車 駅前大橋ルート 

南１区駅前吉島線 

※区域は概略を示したものです。 
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[配置図及び現況写真] 

申請建築物 

① 

② 

③ 

① 
② 

③ 

△道路境界線 

ルーバー・フェンス等 
軌道 デッキ 
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[平面図] 
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[立面図] 
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[立面図] 
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[イメージパース] 

① ② 

③ 
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２ 道路内の建築制限への適合について 

  建築基準法（以下「法」という。）第４４条第１項において、「建築物又は敷地を造成する

ための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。」とさ

れている。 

  ただし、同項第２号の「公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」に該当す

る建築物については、この限りでないとされている。 

  巡査派出所は同項第２号に掲げられている用途である。 

 

３ 許可について 

 ⑴ 広島駅南口広場での許可実績 

   計画地の隣接地では、路面電車を安全に運行するために必要な操車場及び電気機械室に

ついて、法第４４条第１項第２号に規定する道路内建築の許可の実績がある。 

   操車場：令和２年８月２０日第３２号許可 

   電気機械室：令和２年８月２０日第３３号許可 

 ⑵ 許可要件への適合について 

   次のとおり許可要件に適合していると考えられる。 

  ア 公益性について 

    巡査派出所は前述のとおり、法第４４条第１項第２号に掲げられている用途である。 

  イ 通行上の支障について 

    申請建築物の設置場所は、路面電車高架橋橋脚に囲まれた範囲であり、車両の通行が

不可能な場所である。また、人の通行についても、エスカレーター等への動線を妨げる

ものではなく、通過交通が想定されない場所である。 

    また、上部は路面電車の軌道、周囲は橋脚やエスカレーター、建築物に囲まれた空間

であることから、安全施設（交通標識、信号機等）の視認性を阻害しないものと考える。 

    なお、道路管理者から令和８年２月２４日付けで道路占用の同意を得ている。 

  

出典：『広島駅南口広場再整備等パンフレット』から抜粋した図を基に一部加工 

マイカーエリア 
レイアウト調整中 
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申請建築物 

橋脚 橋脚 

橋脚 

操車場 橋脚 

電気機械室 

エスカレーター 

誘導ブロック 

マイカーエリア方面 

駅改札方面 駅改札方面 

ルーバー・フェンス等 

[歩行空間のイメージ図] 

歩行空間 

管理区域 


